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適用について 

 

● この独立行政法人都市再生機構工事特記基準は、都市再生機構が住宅建設等を行うにあ

たり、公共住宅建設工事共通仕様書（令和４年度版）の一部を読替える項目及び追加する

項目について記載したものであり、公共住宅建設工事共通仕様書（令和４年度版）と併せ

て、都市再生機構における仕様書の一部として取り扱うものとする。 

● 独立行政法人都市再生機構工事特記基準で、○.○.○と記載された数字は、公共住宅建

設工事共通仕様書（令和４年度版）の項番号を示す。 
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 共通 

「公共住宅建設工事共通仕様書」本文中の「監督職員」は「監督員」に読替える。 

 

 

 第１編 一般共通事項 

 第１章 一般事項 

 第１節 総則 

 

 

1.1.1 

適 用 

 

1.1.1(1)及び(5)は、次に読替える。 

(1) 公共住宅建設工事共通仕様書（電気編）（以下「公住仕（電気編）」という。）は、公

共住宅等の新築及び増築に係る電気設備工事に適用する。 

なお、敷地調査は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「敷地調査共通仕様書」による。 

(5) 設計図書の優先順位は、次の(ｱ)から(ｸ)までの順番のとおりとする。 

(ｱ) 追加説明書及び質疑応答書 

(ｲ) 現場説明書 

(ｳ) 特記仕様書 

(ｴ) 共通設計図以外の設計図 

(ｵ) 共通設計図（各種詳細図集及び建設機器設計図を含む。） 

(ｶ) 独立行政法人都市再生機構工事特記基準（令和７年 10 月版） 

(ｷ) 公共住宅建設工事共通仕様書（令和４年度版） 

(ｸ) 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準（令和４年度版） 

（以下「機材の品質・性能基準」という。） 

 

 

1.1.2 

用 語 の 定 義 

 

1.1.2(ｱ)及び(ｼ)は、次に読替える。 

(ｱ) 「監督員」とは、工事請負契約書（以下「契約書」という。）に規定する者で、受注

者等に通知された上席総括監督員、総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係

員をいう。 

(ｼ) 「特記」とは、1.1.1(5)(ｱ)から(ｵ)まで及び(ｸ)に指定された事項をいう。 

 

 

1.1.3 

官公署その他へ

の届出手続等 

 

1.1.3 に、次を追加する。 

(4) 官公署等との届出手続等において、工事に係る条件の変更又はそのおそれを生じた

ときは、遅滞なくその旨を監督員に報告する。 

 

 

 

1.1.7 

関連工事等の調

整 

 

1.1.7 に、次を追加する。 

電気設備工事と建築工事又は機械設備工事とが別契約の場合、取合い工事の区分は、建築

編 1.5.10「関連工事との取合い」及び特記による。 

 

 

1.1.14 

技術者名簿の提

出等 

 

1.1.14 を追加する。 

(1) 工事現場に配置される受注者等の名簿は、専門別（建築、電気、機械、土木、造園）

に、氏名、資格、担当業務及び主な工事経歴を記載し、監督員に提出する。 

(2) 建設業法に基づく監理技術者を設置する場合は、当該工事に必要な資格を有する者

とし、資格証明を提示し、その写しを監督員に提出する。 

 

1.1.15 

給水施設の立ち

入り 

 

1.1.15 を追加する。 

専用水道等の既存給水施設へ立ち入る工事関係者は、事前に水道法第 21 条及び同法施行

規則第 16 条に規定する健康診断を受診し、検査報告書を監督員へ提出し承諾を得る。 
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 第２節 工事関係図書 

 

 

1.2.2 

施 工 計 画 書 

 

1.2.2 は、次に読替える。 

(1) 工事の着工に先立ち、次の事項について施工計画書等を作成し、監督員に提出する。

ただし、監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

(ｱ) 総合施工計画書 

(ｲ) 工事種別施工計画書（調査編、建築編、電気編、機械編の各工種別。） 

(ｳ) 仮設計画（仮設建物、山留め、足場、桟橋、材料置場、工事用機械、仮設電力設備、

仮設給水設備、仮囲い等の設置位置・撤去時期等。） 

(ｴ) 工事用道路計画、仮設排水計画（位置、構造、排水の処理方法等。） 

(ｵ) 既存物の処理計画（建物及び構築物の保護、移設、撤去の時期、方法、位置等。） 

(ｶ) 既存樹木の保護計画（施工中に損傷のおそれがある既存樹木の保護に関する計画、

方法等。） 

(ｷ) 防災計画、交通管理計画、安全管理計画、安全及び訓練等の実施計画 

(ｸ) その他（緊急時の体制、現場作業環境の整備等。） 

(2) (1)の(ｲ)の施工計画には、次の事項を具体的に記載する。ただし、監督員の承諾を

受けた場合は、この限りでない。 

(ｱ) 当該工事の概要（工事範囲を含む。） 

(ｲ) 現場組織（管理体制を含む。） 

(ｳ) 品質計画（主要材料、仕上げ、性能、精度等の目標値等。） 

(ｴ) 施工方法（工法の概要、施工要領等。） 

(ｵ) 品質管理（管理項目、管理方法、管理値等。） 

(ｶ) 検査計画（検査項目、検査方法、体制等。） 

(ｷ) 養生計画（搬入、保管、取付け等。） 

(ｸ) その他（解体・発生材処理、関連工事との取合い等。） 

(3) 施工計画書の内容に変更が生じた場合には、変更に関する事項について変更計画書

を監督員に提出する。 

 

 

1.2.5 

工 事 の 進 捗 

 

1.2.5 を追加する。 

監督員の指示がある場合は、工事の進捗に関する書類を作成し、監督員に提出する。 

 

 

 

 
 

第３節 工事現場管理 

 

 

1.3.2 

電気保安技術者 

 

1.3.2 は、適用しない。 

 

 

 

 

1.3.5 

施工中の安全確

保 

 

1.3.5 に、次を追加する。 

(7) 工事現場からの落下物によって、工事現場の内外に危害を及ぼすおそれがある場合

には、関係法令に従って防護金網、防護柵等を設け、落下物による危険の予防処置をす

る。 

(8) 現場内の仮設道路は監督員の指示、周辺の搬入路は、道路管理者の指示に従い、常

に良好な維持管理（路面の保持、清掃及び道路附帯の排水施設の清掃・浚渫の実施をい

う。）及び復旧を行うとともに、工事用運搬路として、道路を使用するときは、特に第

三者に損害を与えないよう注意する。 

(9) 仮設排水路は、敷地内外に害を及ぼさないよう、常に良好な維持管理を行う。 

 

 

1.3.7 

災害等発生時の

安全確保 

 

1.3.7 は、次に読替える。 

災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害

が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、監督員の指示する事故等報告書を、指定す

る期日までに監督員に提出する。 
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1.3.12 

地 下 埋 設 物 等 

 

1.3.12 を追加する。 

(1) 受注者等は工事の施工に際して、地下埋設物等に保全等対策が必要と予想される場

合は、あらかじめ、給排水管、ガス管及びケーブル等の管理者と必要に応じて現場立会

いのうえ打合せを行い、事故発生の防止に努める。 

(2) (1)の保全等対策について打合せを行ったときは、打合せ事項を記録し、監督員に提

出する。 

(3) 地下埋設物又は架線等の移設の必要が生じたときは、調査資料、移設計画図等を添

えて監督員と協議する。 

 

 

1.3.13 

既存樹木等の保

護 

 

1.3.13 を追加する。 

監督員の指示を受けた既存樹木等の保護については、特記による。 

 

 

 

 

1.3.14 

原状復旧工事の

立会い 

 

1.3.14 を追加する。 

工事の施工済箇所に更に埋設施工を行い原状に回復する場合は、監督員の立会いを受け

る。 

 

 

 

 第４節 機器及び材料 

 

 

1.4.1 

環 境 へ の 配 慮 

 

1.4.1 に、次を追加する。 

(3) 室内において使用する機材は、特記がなければ「JIS」において定められたホルムア

ルデヒド放散量 F☆☆☆☆、又はホルムアルデヒドを発散しない機材とし、監督員の承

諾を受ける。 

 

 

1.4.2 

機 材 の 品 質 等 

 

1.4.2 は、次に読替える。 

(1) 工事目的物に使用する材料、部品及び機器（以下「機材」という。) は、設計図書

に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、設計図書に定めのある

場合は、この限りでない。 

なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製

造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件

とするものではない。 

(2) 機材の現場への搬入に当たっては、その機材が設計図書に適合していることを確認

し、使用を承諾するとともに、監督員の立会い、承諾が規定されている場合は、監督員

の立会い、承諾を受ける。 

(3) 品質及び性能が「機材の品質・性能基準」で示された機材（テレビ機器・ＦＭアン

テナは除く）の使用に当たっては、あらかじめ都市機構に登録された品質性能評価機関

（別表）が、登録の範囲内で評価を行ったことを証明する評価書（認定書等を含む。以

下同じ。）を監督員に提出し承諾を受けること。評価書については、発行日から 5 年の

有効期限を過ぎていないこと。ただし、監督員の承諾を受けて品質確認報告書を提出す

る場合は、この限りでない。 

(4) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することを証明する資料を、

監督員に提出する。ただし、次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかによる場合は、この限りで

ない。 

(ｱ) 「JIS による」と指定された機材で、当該規格・基準に適合することが、第三者機

関の認証等により確認できるもの又は規格を証明するマーク表示等の確認ができるも

のを使用する場合。ただし、JIS の自己適合宣言品は除く。 

(ｲ) 建築基準法その他の認定品等と指定された機材で、品質、性能を証明する資料又は

マーク等が確認できるものを使用する場合。 

(ｳ) (3)による評価書を、監督員に提出する場合。 

(ｴ) 規格等が指定された機材で、当該規格への適合性を、公共住宅用資機材品質性能評

価事業、公共土木工事用資機材品質性能評価事業又は建築材料・設備機材等品質性能

評価事業により評価を受けたものについては、評価を受けたことを証明する評価書を、
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監督員に提出する場合。 

(5) 特記による品質、性能の確認方法がある場合は、それによる。 

(6) 監督員の承諾を受けた場合、規格証明書等の提出及び試験を省略することができる。 

(7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8 による。 

(8) 機材を選定する際、次の事項について配慮する。 

(ｱ) 維持が容易であり、部品交換等への対応が整備されており、交換が容易に行えるも

のであること。 

(ｲ) 施工が容易であり、施工の確実性が確保できるようマニュアル等が整備されている

こと。 

 

 

1.4.6 

機 材 の 保 管 

 

 

1.4.6 は、次に読替える。 

(1) 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないよう保管する。 

なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監

督員の指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 

(2) 火気に注意しなければならないものについては、周囲の状況に応じて位置、構造等

を定め、関係法規に従い保管倉庫を設置する。 

 

 

 第７節 完成図等 

 

 

1.7.2 

完 成 図 

 

1.7.2 に、次を追加する。 

完成図（施工図及び施工計画書を除く。）の様式等は、特記による。 

 

 

 

1.7.3 

保全に関する資

料 

 

1.7.3(1)は、次に読替える。 

保全に関する資料の様式及び部数は、特記による。 

 

 

 

 

 第２編 電力設備工事 

 第１章 機材 

 第４節 照明器具 

 

 

1.4.2 

構 造 一 般 

 

1.4.2(14)は、適用しない。 

 

 

 

 

1.4.3 

部 品 

 

1.4.3 に、次を追加する。 

(4) 電球形 LED ランプ（GX53 口金）のソケットは、JIS C 8324「蛍光灯ソケット及びス

タータソケット」による。 

(5) 直管 LED ランプのソケットは、JIS C 8121-2-3「ランプソケット類－第 2-3 部：直

管 LED ランプソケットに関する安全性要求事項」による。 

 

 

1.4.4 

光 源 

 

1.4.4 に、次を追加する。 

(6) ランプは、次による。また、その光源色は、特記による。 

(ｱ) 電球形 LED ランプは、JIS C 8158「一般照明用電球形 LED ランプ（電源電圧 50V 超）」

による。 

(ｲ) 直管 LED ランプは、JIS C 8159-1「一般照明用 GX16t-5 口金付直管 LED ランプ－第

1 部：安全仕様」及び JIS C 8159-2「一般照明用 GX16t-5 口金付直管 LED ランプ－第 2

部：性能要求事項」による。 
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 第１８節 外線材料 

 

 

1.18.5 

地中ケーブル保

護材料 

 

表 1.18.2 に、次を追加する。 

 

表 1.18.2 地中ケーブル保護材料 

呼称（図示記号） 規 格 備 考 

電力ケーブル保護管

(CCVP) 

塩 化 ビ ニ ル

管・継手協会

規格 

CCB E001-1 

CCB E001-2 

電線共同溝電力用管路材  

電力ケーブル保護管

(ECVP) 

塩 化 ビ ニ ル

管・継手協会

規格 

CCB E003-1 

電線共同溝電力用管路材  

  

 

 第３編 受変電設備工事 

 第１章 機材 

 第１節 キュービクル式配電盤 

 

 

1.1.6 

高 圧 機 器 

 

1.1.6(2)(ｴ)(a)は、次に読替える。 

(2)(ｴ)(a) ダイヤル温度計 

 

 

 

 第２章 施工 

 第１節 据付け 

 

 

2.1.1 

キュービクル式

配電盤、高圧スイ

ッチギヤ及び低

圧スイッチギヤ

の据付け 

 

2.1.1 に、次を追加する。 

(3) 屋外変電設備のフェンスの出入口には、施錠装置を設ける。 

なお、出入口には立入りを禁止する旨を表示する。 

 

 

 

 

 

 

 第４編 電力貯蔵設備工事は、読替え及び追加事項なし 

 

 

 第５編 発電設備工事は、読替え及び追加事項なし 

 

 

 第６編 通信・情報設備工事 

 第１章 機材 

 第５節 構内情報通信網装置 

 

 第 5 節は、次に読替える。 

第 5 節 構内情報通信網装置及び住棟内 LAN 設備装置 
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住棟内 LAN 設備装置は、特記による。 

 第１３節 監視カメラ装置 

 

 

1.13.3 

モ ニ タ 装 置 

 

1.13.3(1)は、次に読替える。 

(1) カラーのモニタは、1.7.2「マルチサイン装置」(3)及び 1.8.1「一般事項」による。

ただし、解像度は 640×480 以上とする。 

 

 

 第２１節 機材の試験 

 

 

1.21.1 

試 験 

 

1.21.1(3)に、次を追加する。 

なお、住棟内 LAN 装置の試験は、特記による。 

 

 

 

 第２章 施工 

 第２節 金属管配線 

 

 

2.2.6 

位置ボックス及

びジョイントボ

ックス 

 

表 2.2.1 に、次を追加する。 

 

表 2.2.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 

用 途 配管状況 ボックスの種別 備 考 

壁掛形表示器 ― 
大形四角アウトレッ

トボックス 54 
 

押しボタンスイッチ 

送り配線となる場合 
中形四角アウトレッ

トボックス 36 
壁付け 

末端の場合(連用 3 個

以下) 

1 個用スイッチボック

ス 36 

  
 第１３節 構内情報通信網設備 

 

 第 13 節は、次に読替える。 

第 13 節 構内情報通信網設備及び住棟内 LAN 設備 

住棟内 LAN 設備は、特記による。 

 第１４節 構内交換設備 

 

 第 14 節は、次に読替える。 

第 14 節 構内交換設備及び電話設備 

 

 

 第２８節 施工の立会い及び試験 

 

 

2.28.2 

施 工 の 試 験 

 

2.28.2(ｵ)に、次を追加する。 

なお、住棟内 LAN 設備の試験は、特記による。 

 

2.28.2(ｷ)は、以下に読替える。 

(ｷ) 拡声設備、情報表示設備、誘導支援設備、電話設備、インターホン設備、住宅情報

盤設備、インターホンオートロック設備及び電気制御式宅配ボックス設備は、機器接続

後に、動作試験を行い、機器の動作が設計図書の機能を満たしていることを確認する。 

 

 

 第７編 中央監視制御設備工事は、読替え及び追加事項なし 
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 別表  

2 

品質性能評価機関等登録名簿（令和７年10月版）（電気編） 

該当する品質判定基準等 登録機関及び機材の種別 

機材の種類・種別 登録機関名 機材の種別 

1. 電気制御式 

宅配ﾎﾞｯｸｽ装置 

（一財）ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ 

（優良住宅部品認定事業） 

電気制御式 

宅配ボックス 

（一財）電気安全環境研究所 

（都市再生機構用機材品質性能評価事業） 

電気制御式 

宅配ボックス 

2.過電流警報装置 

（一財）ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ 

（公共住宅用資機材品質性能評価事業） 
過電流警報装置 

（一財）電気安全環境研究所 

（都市再生機構用機材品質性能評価事業） 
過電流警報装置 

3.住宅情報盤装置 

（一財）ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ 

（公共住宅用資機材品質性能評価事業） 
住宅情報盤装置 

（一財）電気安全環境研究所 

（都市再生機構用機材品質性能評価事業） 
住宅情報盤装置 
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